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会議録 （要旨） 

【開催概要】 

会 議 名 称 第２回泉大津市児童福祉審議会 

開 催 日 時 令和８年３月６日（金）午前 10時 00時から 

開 催 場 所 泉大津市役所４階 401会議室 

出 席 委 員 中野委員（副会長）、大橋委員、栗延委員（計３名） 

欠 席 委 員 長瀬委員（会長）、西阪委員 

事 務 局 

藤原健康こども部長、 

草竹健康こども部参事兼こども政策課長、 

寺田こども育成課長、吉田こども育成課長補佐、堀内こども政策課長補佐 

会 議 次 第 

１.開 会 

２.案 件 

⑴ 泉大津市児童福祉審議会委員の委嘱について 

⑵ 会長、副会長の選出について 

⑶ こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）について 

⑷その他 

３.閉 会 

配 付 資 料 

資料１ 泉大津市児童福祉審議会条例（抜粋） 

資料２ 乳児等通園支援事業認可・確認申請書類（民間事業者１社

分） 

資料３ 乳児等通園支援事業確認申請書類（公立３園分）  

資料４ 第三期市町村子ども・子育て支援事業計画 代用計画 

資料５ 新設認定こども園ほーみぃの利用定員について 

参考  泉大津市児童福祉審議会委員一覧 

公 開 ／ 非 公 開 公開 

傍 聴 者 ０名 

その他の必要な

事項 
なし 
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【議事要旨】 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

事務局 

 

 

 

事務局 

 

副会長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

副会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

１.開 会 

・藤原健康こども部長よりあいさつ 

・会議成立要件の確認（委員５名中３名が出席のため成立） 

 

２.案 件 

 

⑴ 泉大津市児童福祉審議会委員の委嘱について 

●資料１に基づき説明・委員紹介 

 

⑵ 会長、副会長の選出について 

●本審議会条例第５条第 1項により、会長に長瀬委員、副会長に中野委員を選任。 

 

 

（会長欠席により副会長司会進行） 

●これより中野副会長に進行をお願いいたします。 

 

◇皆さん、大変お忙しい中ご参集いただきありがとうございます。それではこれ

より本日の次第に従い案件に移りたいと思います。よろしくお願いします。 

では早速ですが、案件(３)のこども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）に

ついて、事務局から説明をお願いいたします。 

 

⑶ こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）について 

●資料２～４に基づき説明（こども育成課） 

 

◇本件につきまして、ご意見ございませんでしょうか。 

こども誰でも通園制度の運用にあたって、どういうことが期待できますか。 

 

●期待される効果は、今、核家族化が進み、地域との関わりもなく、いきなり幼

稚園をむかえるというご家庭も増えているかと思います。その部分へのアプロ

ーチが期待されます。 

内容としては、一時預かりはどちらかというと保護者のための制度で、誰でも

通園はこどものための制度で、こどもの育ちという部分で期待されているとこ

ろであると認識しております。 

 

◇こういう事業を始めるときに、保育士としての経験が必要かと思うのですが、

そういう人材の確保はできるんですよね。 
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事務局 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●保育士の確保は、課題ではございます。先ほど説明しましたように、まずは小

さく始め、状況を見ていきたいと考えているところです。 

従事する保育士は、一定経験のある保育士が期待されているところですので、

そのあたりも含めて配置については考えて参りたいと思っております。 

 

◇０歳とは、何ヶ月からでしょうか。 

 

●0歳 6ヶ月から満 3歳未満までのお子さんが対象ということになります。 

 

◇広場をしている公立園で部屋はあるんですか？ 

 

●方法としましては、独立専用室型、在園児合同型、余裕活用型の３形態がござ

いまして、先ほど説明しました民間園は、専用室ということです。公立園につ

きましては、専用室ではなく、在園児クラスに保育士が追加で加わり、他の在

園児さんと一緒に事業をするというところでございます。 

 

◇でもその場合は、親は来ないのですか。 

 

●親子で通園するということは認められていますが、ずっと続くということでは

なくて、子どもの社会性を育むというところが 1つ期待されています。最初は

なかなか、お母さんから離れるのが難しいご家庭もあると思うので配慮につい

ては、一定考える必要があると思っております。 

 

◇こども誰でも通園制度っていう名称ですが、人数的に断ることもあるかと想像

するんですけど、その辺は大丈夫でしょうか。 

 

●そうですね。まず、泉大津市の子どもの総数の中で利用ができる児童は、保育

所等に通っていない児童ということになります。対象となるお子さんが、０歳

児で大体 220人、１歳児で 270人、２歳児で 230人ということで、おそらく大

体 700人ぐらいの方が制度の対象になるかと思います。今、先行して事業を実

施している自治体がいくつかありますが、大体２割から４割ぐらいの方が、制

度を利用したというような結果が出ていますので、多分、市内全体で 100人ぐ

らいの方が対象になり使ってみたいというようなニーズになると思います。 

公立園も、先ほど説明した通り、人員確保、ニーズの把握も難しいというとこ

ろもあります。あと、４月１日の開始に間に合わなかった民間園さんの中でも

この制度については、ゆくゆくは考えたいというところも聞いてはおりますの

で、徐々に広がっていけば、多くの方が利用できる環境が整備できるのではな

いかと考えております。 

開始当初は、なかなか制度が利用できない部分は出てくる可能性はあります
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委員 

 

事務局 

 

 

副会長 

 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

副会長 

 

 

 

事務局 

 

副会長 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

事務局 

 

 

が、ニーズなどを把握しながら進めていきたいと思っております。 

 

◇今、０から２歳って待機児童が多いですが、その受け皿ではないんですね。 

 

●はい。受け皿ではないんですが、待機になってご家庭におられるお子さんは、

使えるということになります。ただ、入所が決まった時点で使えなくなります。 

 

◇新しい制度は、軌道に乗るまで何かと色々あるとは思うんですけれども、保護

者さんや子どもの成長にとってよりよいものに繋がる良い制度として、運営を

していただければと思っております。 

何かご質問等ございますでしょうか。 

 

◇新しくこういう事業を始めた場合、制度がちゃんと機能してるかどうか検証す

る取組みも必要かなって思うんですが、そこはお考えはあるんでしょうか。 

 

●今後の課題というところにはなりますが、保護者アンケートなどで状況など聞

きながら、より良いものにするというところは、公立園も考えたいですし、民

間園さんも独自ではされると思いますが、公立の取り組みなども共有しなが

ら、より良い制度になるよう考えていきたいと思います。 

あと指導監査がございますので、民間事業者がきちっとした運営ができてるか

は、市としてもチェックしていく必要があります。 

 

◇ありがとうございました。 

次に案件(４)その他について事務局から何かございますでしょうか。 

 

⑷その他 

●資料５に基づき説明（こども育成課） 

 

◇これにつきまして何かご質問ございますでしょうか。 

 

◇場所はどの辺ですか。 

 

●東港町にある東港公園と臨海線と粉河線が交差するワシントンホテルのすぐ

近くにはなるんですが、公園の中に民間認定こども園を整備しておるところで

ございまして。４月１日に新たに開園するものでございます。 

 

●補足の説明をさせていただきますと、就学前の施設の再編の計画の中で、１校

区に１つこども園をということで進めてます。その中で、浜校区は浜幼稚園の

廃園に伴って幼稚園のお子さんの通う施設が今ない状態になってます。なので
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事務局 

 

 

 

 

副会長 

 

 

事務局 

 

 

 

認定こども園の幼稚園部で、その方の枠を設ける形で事業者を募集しましたの

で、当初の認可定員は、本市が示す定員で、まずは認可をしていただいてます。

ゆくゆくは、４歳５歳児が増えていく前提ですが、開園の時期には、こういう

事象というのがよく起こることなので、利用定員として調整するということで

す。 

 

◇今、保育士さんが足らないって言われると思うんですけど、保育士さんの確保、

難しくないですか。 

 

●保育士の確保というところがございます。今回の実施に関しても、基本的に今

ある人員の中で、やりくりしてっていうところを想定しておるところです。 

今後、ニーズが増えてきた際は、経験の長い保育士をメインとして、配置が望

まれる制度でございますので、課題がございます。 

 

◇ゆくゆくは一時預かりと広場よりこの制度に重点を置くと言うか、その２つ足

したような感じですよね。 

 

●国の方もまだこの制度についてはいろいろ工夫をしてるところがありまして、

例えば午前中を一時預かりで、午後をこの事業でというような利用も含めて、

様々その可能性は考えられると示しをしております。公立園ではなかなか想定

がないですが、民間園さんは、そういうところも工夫しながら、この曜日は広

場で、この曜日はこの事業でみたいにされるところもあるのかなと考えておる

ところです。 

 

◇ほかはよろしいでしょうか。では、事務局お願いします。 

 

●次回の審議会の開催についてでございますが、本審議会は定例的に開催を予定

してるものではございませんので、今回のように、ご審議いただく案件が出ま

したら、委員の皆様に日程を調整させていただきたいと考えております。よろ

しくお願いいたします。事務局からは以上です。 

 

◇次第については終了しました。副会長の役目は終わりましたので、事務局にお

返しします。ありがとうございます。 

 

●中野副会長、ありがとうございました。これをもちまして、第２回泉大津市児

童福祉審議会を終了いたします。ありがとうございました。 

 

３.閉 会 

 


